
   

 

町田市通所事業所連絡会規約 

 

（名称）  

第１条 本会は、一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 町田市通所

事業所連絡会（以下［本会］という）と称する。 

 

（目的） 

第２条  本会は、町田市内において通所サービスを提供する事業所のネットワ

ークをもって構成し、通所事業所サービスにおけるケアの質の向上及

び法令遵守など適正な運営を図りながら、共に成長する機会をつくり

市民の福祉向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条  本会は、次の事業を行う。 

（１）通所事業所が必要とする情報の提供及び交換 

（２）介護業務技術向上及び職業倫理等に関する研修 

（３）町田市におけるネットワーク支援に関する活動 

（４）その他、前条の目的に資する活動 

  

（会員） 

第４条  本会の会員は、以下の者とする。 

    （１）正会員  ・・・町田市内で開設している指定通所事業所で第６条の

会費を納めた事業所とする 

（２）賛助会員・・・本会の目的に賛同する個人 

 

（入退会） 

第５条  本会の会員になろうとする者は、所定の入会届を事務局に提出しなけ

ればならない。また、退会しようとする者は、退会届を事務局に提出

しなければならない。 

  

（会費）  

第６条会費は、（町田市介護サービスネットワーク）会員総会において別に定め

る会費を納入しなければならない。会員の会費は、別表のとおりとする。  

２ 会費は、年会費とし、毎年度指定する期日までに納入するものとする。

但し、年度 途中で入会又は退会した場合は、次のとおりとする。  

（１）入会時の会費は、年単位とし、原則、加入時期による分割はしない。

但し、１０月 以降に加入する場合は理事会の承認を得て、分割を認める

ことがある。  

（２）退会時の会費は、既納の年会費はこれを返還しないものとする。  

 

 



   

（会費の納入方法及び時期）  

第７条会員は、法人からの会費納付依頼書受領後、法人に直接又は法人の銀行

口座に会 費を納入するものとする。  

１ 定められた手続きにより入会が認められた正会員及び賛助会員は、速

やかに年会費 を納入しなければならない。  

２ 前年度から継続する会員は原則として毎年６月末日までに次の方法に

より年会費を 納入しなければならない。  

３ 会費は、原則法人単位で納入するものとする。但し、法人と事業所の  

所在地が異なり、事業所単位で入会の判断及び会計処理を行っている場 

合は、申出により、事業所 単位での納入を認めることがある。 

 

（役員） 

第８条  本会に次の役員を置く。 

（１） 会長   ・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

（２） 副会長  ・・・・・・・・・・・・・・・・・２名 

（３） ブロック会代表 ・・・・・・・・・各ブロック２名 

（４） 各部会代表  ・・・・・・・・・・・・各部会２名以上 

  ２．会長及び副会長は、ブロック会代表または部会代表を兼ねることがで

きる。 

 

（役員選出及び任期） 

第９条  役員は、全体会出席正会員の過半数の互選により選出し、任期は２

年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２．役員が所属する事業所において異動等により任期中途で職務継続が困

難となった場合、役員会にて出席役員の推薦をもって交代することが

できる。 

  ３．会長はブロック会代表、部会代表から選任する。 

４．副会長はブロック代表、部会代表の中から会長が指名する。 

５．会長、副会長の任期は原則１年とする。 

 

（連絡会） 

第１０条  連絡会は、全体会・ブロック会・部会及び役員会で構成する。 

２．連絡会は会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、副会長 

が職務を代行する。 

  ３．全体会は、年１回とし、必要に応じて開催できる。 

  ４．ブロック会は、ブロック会代表が運営し、町田市内を、堺・忠生地区、

鶴川地区、町田地区、南地区の４圏域として必要に応じて実施する。 

  ５．役員会は、原則、月１回とする。 

  ６．連絡会に小規模部会等を設けることが出来る。 

７．規約の変更・役員改正は出席正会員の過半数をもって成立する。 

 

 



   

（会計年度）  

第１１条  本会の会計年度は、４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

  

 

（事務局）  

第１２条  本会の事務局は、一般社団法人町田市介護サービスネットワーク町

田市介護人材開発センター内に置く。 

 

（その他の事項）  

第１３条 この規約にない事項は、役員会で決定する。 

 

付則 この規約は、２０１４年３月１１日から施行する。 

２０１５年３月１８日改定 

２０１６年３月２２日改定 

２０２０年３月１７日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

町田市通所事業所連絡会の組織図 
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